
＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１ ⽔利権更新に係る事業
農林⽔産⼤⾂が⽔利使⽤者として許可を受

けた⽔利権のうち、 ⽔利権の内容に著しい変更
が⽣じている地区、許可期限を迎える地区につ
いて、⽔利権を更新するための河川管理者との
協議に必要な営農状況、必要⽔量の調査等を
⾏います。

２ ⼩⽔⼒発電施設に係る⽔利権の更新及び取
得に係る事業
農林⽔産⼤⾂が⽔利使⽤者として許可を受

けた⼩⽔⼒発電⽔利権のうち、許可期限を迎え
る施設や、新しく⽔利権を取得する施設について、
河川管理者との協議に必要となる発電⽤⽔量や、
施設整備の検討に関する調査等を⾏います。
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国営造成施設総合⽔利調整管理事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
国営⼟地改良事業で造成された施設に係る⽔利権（河川法第23条の流⽔占⽤の許可）の更新協議に必要な調査、これら施設に設置された⼩⽔⼒発

電施設に係る⽔利権協議に必要な調査等を⾏います。

＜事業⽬標＞
必要な農業⽤⽔の確保及び有効利⽤

＜事業実施主体＞国（国費率︓10/10）

【２ ⼩⽔⼒発電⽔利権の更新・新規取得等】

【１ ⽔利権更新に係る営農状況の調査等】
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・晩⽣品種の導⼊
・経営規模の拡⼤
による営農期間
の⻑期化 など

・早⽣品種の導⼊
・経営規模の拡⼤
による代かき期間
の⻑期化 など
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農業用ダム

令和８年度予算概算決定額 962百万円（前年度 1,011百万円）

（03-3502-3083）農村振興局⽔資源課［お問い合わせ先］


